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島原市３世代ファミリー応援事業（新増改築補助） 

補助金募集要項 
 

１．３世代ファミリー応援事業（新増改築補助）補助金の概要 

島原市では、家族の絆の醸成と子育て支援を促し、出生数の増加及び定住促進に

つなげるため、３世代居住となる世帯に対し、予算の範囲内において補助金の交付

を行います。 

 

２．補助金交付対象者 

   補助金交付対象者は、次の全てに該当する者です。 

① 申請日現在において、３世代家族を形成する世帯のいずれかが 

市内に２年以上居住していること。 

② ３世代家族を形成することとなるまでの過去１年間、３世代家族

でなかったこと。 

③ ３世代家族全員が市区町村民税、固定資産税・都市計画税、軽自

動車税及び国民健康保険税（料）を滞納していない者であること。 

④ 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）による保護を受けて   

いないこと。 

⑤ ３世代家族全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６項に規定する暴力団員 

でないこと。 

 

  ※３世代家族とは、その形成する世帯が同居又は直線距離２００メートル以内に 

居住している世帯をいう（高校生以下の子がいる世帯を含むこと） 

  ※補助の対象となる工事は新築又は別表に定める増築・改築で、その床面積が  

１０㎡以上のものとなります 

  ※国又は県が実施する他の補助金を受けているもしくは受ける予定のもの、災害リ

スクの高いエリア内にある住宅を除きます。 

   

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

別表 

交付の対象

となる経費 
項目 工事の内容等 

新たに３世

代家族とな

るための改

修工事費 

間取りの変更等 
間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設

等 

設備の改修 
キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修

又は増設 

バリアフリー改修 

① 通路又は出入口の幅を拡張する工事 

②階段の勾配を緩和する工事 

③手すりを取り付ける工事 

④段差を解消する工事 

⑤出入口の戸を改良する工事 

⑥床の材料を滑りにくいものに取り替える

工事 

断熱改修 
①屋根（天井）、外壁、床の断熱改修 

②窓の断熱改修 

 

３．補助金の額及び交付期間 

補助金の額、支援期間は次のとおり。 

補助金額 初年度: 上限３０万円 

（市内業者が工事を行った場合、上限５０万円） 

第２・３年度：新増改築部分にかかる固定資産税相当額

の２分の１ 

※上限３０万円 

支援期間 住宅の新増改築が完了した年度（完成日が１月から  

３月末の間の場合は、翌年度）から起算して３年度間 

 

４．応募から補助金交付まで 

 （１）募集期間 

     新築・増改築工事の契約を始める前に申請してください。 

     ※補助金交付決定後、工事の契約→工事開始となります。 
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 （２）応募方法 

補助金を申請するときは、次の書類を市役所シティプロモーション課までご提

出ください。 

① 島原市３世代ファミリー応援事業（新増改築補助）補助金交付申請

書（様式第１号） 

② 当該住宅の新増改築費用がわかる書類（見積書等）の写し 

③ 同居又は近居予定の３世代家族全員分の住民票の写し（申請日前３

ヶ月以内に発行したもの） 

④ 市税等の未納がない証明書（別紙） 

⑤ その他市長が必要と認める書類 

  ※工事箇所がわかる図面・工事前写真等 

  ※３世代の関係が確認できる戸籍等 

  ※事業前アンケート 

 

 （３）補助金交付決定 

     申請書類提出後、市で審査を行い、補助金の交付を決定したときは、    

申請者に通知します。（補助金交付決定後、工事契約→開始となります） 

 

 （４）実績報告 ※２月末まで 

     補助金額を確定させるため、工事完了後すみやかに、次の書類を市役所 

シティプロモーション課までご提出ください。 

① 島原市３世代ファミリー応援事業（新増改築補助）補助金実績報告

書（様式第３号） 

② 当該住宅の新増改築費用の支払い額がわかる書類（領収書等）の 

写し 

③ 当該住宅の建物登記簿の全部事項証明書 

④ その他市長が必要と認める書類 

  ※３世代同居後の住民票（世帯全員記載のもの） 

※工事前・工事途中・工事完了後の写真 

※事業後アンケート 

 

 （５）補助金額の確定 

     実績報告の提出を受けたあと、内容を審査し、交付すべき補助金の額を  

確定し、申請者に通知します。 
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（６）補助金の交付 

     補助金の交付は、補助金確定後すみやかに交付するものとします。 

補助金を請求するときは、次の書類をシティプロモーション課までご提出く

ださい。 

① 島原市３世代ファミリー応援事業（新増改築補助）補助金交付請求

書（様式第５号） 

 

５．その他 

 （１）変更申請 

申請した事項に変更が生じたときは、速やかにご連絡ください。 

 

 （２）交付資格の喪失 

     補助金対象者の要件に該当しなくなったときは、その月分以降の補助金は 

交付しません。 

既に補助金を交付している場合は、既に支払った補助金の全部又は一部  

について返還を求める場合があります。 

【問い合わせ先】 

〒855-8555 島原市上の町 537 番地 

島原市役所 市長公室 シティプロモーション課 

TEL:0957-61-1652  FAX:0957-62-8115 


